
 

 

 

 

 

 

  判 定 

届出 

新規、変更届出が必要な項目はすべて完了しているか。 
 

防火管理者選解任届・消防計画・その他法令で定める項目。 
 

消防計画 

防火防災に対して現状に即した消防計画か。（夜間、昼間） 
 

自衛消防の組織、編成の変更はないか。（従業員の数で変更） 
 

教育・訓練 

定期的に実施しているか。 
 

業員は、自衛消防隊員として自分の担当及び役割を認識しているか。 
 

自衛消防隊員は、他の隊員と連携した行動ができるか。 
 

点検 

日常的に火気使用器具、施設及び消防用設備等の操作等に支障はないか。 
 

消防用設備等は、法令に基づき定期点検を実施し、消防機関に報告しているか。 
 

消防用設備等点検報告、防火・防災対象物点検報告。 
 

防火管理台帳 各種届出記録、点検記録、消防計画等の編纂した台帳を作成しているか。 
 

法令上留意が必要

な事項 

増改築及び模様替え、レイアウト変更の場合、消防法及び建築基準法の規制があ

りますので関係機関への相談が不可欠です。 

 

 

※判定欄の記号 「○～良」 「×～不良」 「⊗～改修済」 

 


